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総
務
常
任
委
員
会
で
、
こ
れ
ま

で
三
年
間
減
税
さ
れ
て
き
た
証
券

等
（
株
）
取
引
き
、
利
益
へ
の
課

税
を
安
倍
政
権
で
も
引
き
続
き
減

税
（
一
年
間
延
長
）
を
し
、
本
来
、

課
税
率
が
2 0
％
（
所
得
税
と
し
て

国
に
1 5
％
、
地
方
自
治
体
に
5
％
）

に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
1 0

％

（
国
に
7
％
、
地
方
に
3
％
）
に

減
税
す
る
条
例
に
つ
い
て
審
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

高
橋
か
一
郎
市
議
は
、
証
券
、

株
は
庶
民
に
は
、
ほ
と
ん
ど
縁
が

な
い
。
大
企
業
、
大
資
産
家
が
恩

恵
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
大
企

業
優
遇
策
を
延
長
す
る
も
の
と
強

く
反
対
し
ま
し
た
。

ま
た
、
高
橋
市
議
は
、
六
月
か

ら
の
住
民
税
増
税
に
つ
い
て
、

「
住
民
税
の
通
知
が
十
五
日
に
発

送
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
去
年

も
増
税
で
、
さ
ら
に
定
率
減
税

（
2 0
％
）
も
廃
止
さ
れ
、
重
税
に

な
っ
て
い
る
。
税
源
移
譲
に
よ
り

六
月
か
ら
、
そ
の
廃
止
分
が
増
税

に
な
る
。
大
企
業
に
は
一
兆
七
千

億
円
減
税
し
、
庶
民
に
は
一
兆
七

千
億
円
増
税
。
大
企
業
が
史
上
空

前
の
利
益
を
あ
げ
、
も
う
け
て
い

る
の
だ
か
ら
、
一
定
の
負
担
さ
え

し
て
も
ら
え
ば
庶
民
増
税
を
し
な

く
す
む
。
特
に
、
お
年
寄
り
、
年

金
生
活
者
が
大
変
に
な
る
の
で
は
」

と
指
摘
し
、
住
民
税
増
税
に
反
対

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
庄
司

市
民
税
課
長
は
「
そ
の
通
り
で
す
」

と
答
弁
し
ま
し
た
。

産
業
文
教
常
任
委
員
会
で
は
、

小
学
校
児
童
用
机
・
イ
ス
の
購
入

に
つ
い
て
の
契
約
が
議
題
と
な
り

ま
し
た
。
平
成
十
六
年
か
ら
二
十

一
年
ま
で
の
六
年
計
画
で
三
十
五

校
、
約
一
四
、
〇
〇
〇
組
を
机
の

天
板
が
大
き
く
、
高
さ
調
整
の
で

き
る
イ
ス
に
更
新
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
六
校
分
を
含
め
る
と

二
十
六
校
が
終
了
し
ま
す
。

今
野
誠
一
市
議
は
「
こ
れ
ま
で

児
童
に
と
っ
て
も
問
題
が
な
く
、

良
い
結
果
が
出
て
い
る
と
の
報
告

で
あ
れ
ば
早
く
市
内
全
児
童
に
行

き
わ
た
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な

い
か
」
と
質
し
た
の
に
対
し
て
、

阿
部
管
理
課
長
は
「
財
政
当
局
と

の
か
ね
あ
い
も
あ
る
が
、
二
十
一

年
度
予
定
の
三
校
分
も
来
年
度
予

定
の
六
校
と
い
っ
し
ょ
に
二
十
年

度
中
に
終
了
し
た
い
」
と
答
え
ま

し
た
。

厚
生
常
任
委
員
会
で
、
重
度
心

身
障
が
い
（
児
）
者
医
療
給
付
金

の
一
部
改
訂
に
つ
い
て
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
山
形
県
の
制
度
の
変

更
に
よ
り
、
昨
年
七
月
か
ら
、
月

一
二
、
〇
〇
〇
円
を
限
度
と
す
る

本
人
負
担
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
院
外
処
方
に
つ
い
て
さ
ら
に

月
一
二
、
〇
〇
〇
円
限
度
の
自
己

負
担
を
導
入
す
る
も
の
で
、
山
形

市
と
し
て
来
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
は
経
過
措
置
を
も
う
け
る
と
い

う
も
の
で
す
。

佐
藤
あ
き
子
市
議
は
「
医
療
機

関
に
か
か
る
こ
と
の
多
い
重
度
障

が
い
者
の
自
己
負
担
を
ふ
や
す
、

県
の
制
度
に
強
く
反
対
し
て
ほ
し

い
。
三
月
ま
で
の
経
過
措
置
の
間

に
撤
回
す
る
よ
う
、
委
員
会
と
し

て
意
見
を
出
す
べ
き
」
と
主
張
し

ま
し
た
。
他
の
委
員
か
ら
も
、
意

見
書
提
出
を
求
め
る
発
言
が
あ
り
、

最
終
日
の
本
会
議
に
向
け
、
意
見

書
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。山

形
広
域
環
境
事
務
組
合
の
臨

時
議
会
が
十
八
日
開
会
さ
れ
、
今

野
誠
一
市
議
が
出
席
し
ま
し
た
。

四
月
の
山
形
・
上
山
市
議
選
に
よ

り
構
成
が
変
わ
っ
た
事
に
よ
る
議

長
・
副
議
長
の
選
出
な
ど
が
行
わ

れ
、
議
長
に
阿
部
喜
之
助
議
員

（
山
形
市
）
、
副
議
長
に
大
場
重

彌
議
員
（
上
山
市
）
が
選
出
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
後
の
全
員
協
議
会
で
は
、

新
清
掃
工
場
建
設
事
業
に
お
い
て

環
境
影
響
評
価
・
造
成
設
計
・
地

下
水
調
査
な
ど
の
業
務
が
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
地
域
振
興
ビ
ジ
ョ

ン
の
策
定
に
地
元
上
山
市
本
庄
地

区
の
他
に
も
、
東
地
区
・
宮
生
地

区
か
ら
も
要
望
書
が
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

十
七
日
、
大
手
門
パ
ル
ズ
で
、

市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
・
サ
ポ
ー

ト

山
形
二

〇
〇
七

総
会

と
、

「
全
国
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
山

形
大
会
」
の
プ
レ
企
画
、
「
政

務
調
査
費
を
斬
る
」
が
行
わ
れ
、

党
市
議
団
も
参
加
し
ま
し
た
。

九
月
十
五
日
、
十
六
日
に
山

形
市
で
開
か
れ
る
、
全
国
市
民

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
大
会
は
「
ほ
だ

な
使
い
方
で
い
い
ん
だ
が
？
政

務
調
査
費
」
の
テ
ー
マ
で
行
わ

れ
ま
す
。
十
五
日
に
は
、
評
論

家
の
佐
高
信
氏
の
講
演
も
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
プ
レ
企
画
と
し
て
、
全

国
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
連
絡
会
事
務

局
の
内
田
隆
氏
の
「
ど
う
す
る

政
務
調
査
費
」
、
サ
ポ
ー
ト
山

形
代
表
の
渡
辺
寛
氏
の
「
裁
か

れ
る
政
務
調
査
費
」
、
市
民
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
山
形
県
会
議
代
表

の
佐
藤
欣
哉
氏
の
「
山
形
市
議

政
務
調
査
費
の
内
実
」
の
三
氏

の
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

政
務
調
査
費
は
、
調
査
・
研

究
の
た

め
に
使

わ
れ
る

公
費

（
税
金
）
で
、
余
っ
た
ら
返
還

す
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

品
川
区
で
の
マ
ン
ガ
や
ポ
ル
ノ

小
説
の
購
入
、
目
黒
区
の
後
援

会
バ
ス
旅
行
や
沖
縄
の
タ
ク
シ
ー

会
社
へ
の
支
払
い
な
ど
、
流
用

が
問
題
と
な
り
、
裁
判
で
返
還

命
令
が
出
て
い
る
事
例
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
山
形
市
で
も
、

領
収
書
が
公
開
さ
れ
た
平
成
十

七
年
度
の
政
務
調
査
費
で
、
ア

ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
観
光
を
含
む

タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
視
察
や
過

大
な
飲
食
費
な
ど
多
く
の
問
題

が
出
て
お
り
、
住
民
訴
訟
が
行

わ
れ
い
ま
す
。

こ
の
企
画
の
最
後
に
「
政
務

調
査
費
の
使
い
途
を
県
民
・
市

民
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
」
と

す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
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政
務
調
査
費
の
使
い
途
を
明
ら
か
に

「
全
国
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
山
形
大
会
」
プ
レ
企
画

十
五
日
に
開
か
れ
た
六
月
定
例
議
会
常
任
委
員
会
で
の
党
市
議
団
の
質

疑
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
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毎月原則第２土曜日に行っています。日本共産党山形市議と弁護士

が応じます。お気軽にご相談ください。

相談会日程 ６月 ９日（土曜日）
７月１４日（土曜日）
→８月は１１日の土曜日

時間 午前１０：００～１２：００

会場 日本共産党村山地区委員会事務所２階
山形市小白川町４－１３－１５（下図）

電話 ６４２－４３１３

※ お急ぎで相談日が待てない場合、お気軽に上記電話番号へご連絡ください。

市政へのご意見やご要望をぜひ、日本共産党山形市議団へお寄せください。

日 本 共 産 党 山 形 市 議 団 報 告 〔２〕

電話 ６４２－４３１３

ＦＡＸ ６３１－７１２１

メール 0236424313@ams.odn.ne.jp

ホームページ http://www2.odn.ne.jp/jcp-yamagata/
（トップページにメールフォームがあります）


